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研究成果の概要（和文）：当初4年間の計画で開始した本研究は、新型コロナウイルス感染症による行動規制や
研究施設の使用制限等により、途中で進捗に遅れが生じたが、持続可能な開発目標（SDGs）の中で国際法（具体
的には人権、環境、経済協力等の条約）が果たす役割についての現状と課題について明らかにすることができ
た。
特に、人権と環境、人権と経済の両分野を繋ぐためにSDGsが積極的に活用されていることを確認できた。他方
で、SDGsの実現が危ぶまれている中で、法的拘束力のある国際条約がSDGsの実現を促す積極的な効果をもたらす
には至っていない現状も明らかになった。

研究成果の概要（英文）：The study was initially planned to run for four years, but although there 
were delays in progress along the way due to restrictions on behaviour and the use of research 
facilities due to the new coronavirus infection, the current situation and challenges regarding the 
role of international law (specifically treaties on human rights, environment, economic cooperation,
 etc.) in the sustainable development goals (SDGs) The study was able to shed light on the following
 issues.
In particular, it was possible to confirm that the SDGs are actively used to link both human rights 
and the environment, and human rights and the economy. On the other hand, it also became clear that,
 with the realisation of the SDGs in jeopardy, legally binding international treaties have yet to 
have a positive effect in promoting the realisation of the SDGs.

研究分野： 国際法

キーワード： 持続可能な開発　SDGs　国際法の統合　国際法の分断化
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究により、国連および加盟国にとどまらず、企業や自治体など多くのステイクホルダーが関心を持っている
SDGsの実現に向けた国際法の役割について明らかにすることができた。特に法的拘束力のない「ソフト・ロー」
であるSDGsと法的拘束力のある「ハード・ロー」としての国際条約の有機的な関係を確認できたことは、今後そ
の公表を進めていくことで社会的意義も見出すことができる。
併せて、国際法の分断化（フラグメンテーション）に対する対応として、SDGsに見られる多層的かつ社会的認知
度の高い規範が、国際法の統合に果たす可能性についても重要な示唆を得ることができた。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
(1) 本研究の着想は、研究代表者が、2018 年度の世界法学会研究大会で、統一テーマ「持続可能
な発展と世界法」に繋がる「持続可能な発展概念の拡張と国際環境法」について報告を行ったこ
とにある。この報告を準備するに当たり、2015 年に採択された SDGs が国際法上の規範形成に
も大きな影響を与えることを確信した。 
 
(2) 他方で、この課題は、研究代表者の専門分野である国際環境法の範疇を大きく超えるため、
共同研究を組織する必要性を認識した。そこで、研究代表者が代表を務めた科学研究費助成・基
盤研究(B)「名古屋議定書における人権、経済及び他の協定との相互連関－京都議定書との比較
研究」での共同研究の経験を活かしつつ、これを拡大発展させる研究計画を構想した。上記研究
では、名古屋議定書を研究素材とし、気候変動条約の実施協定（京都議定書及びパリ協定）を比
較対象としながら、多数国間環境協定の中で経済法や人権法との調整をどのように行っている
かを分析したが、そこでは特に経済法との間の「相互補完性」原則を確認したほか、少数人民の
保護などの人権規範の確認といった新しい現象を認識することができた。また、多数国間環境協
定の相互連関を強化する上で「持続可能な開発」概念が、環境、経済、人権を有機的に繋ぐ概念
として重要な意味を持つことを確認することができた。また、研究計画を検討する中で、同概念
が、環境保全と経済開発を調和させる概念から、人権伸長を含む社会開発を包含する概念へと深
化している現状について、本格的に研究する必要性をメンバーの中で共有した。 
 
２．研究の目的 
(1) 「将来世代のニーズを満たしつつ、現代世代のニーズを満たす開発」（Our Common Future, p.8）
と定義される持続可能な開発概念は、いくつかの国際判例からも確認できるように、この 30 年
間に国際法（特に国際環境法）規範としての地位を確立している。他方で、同概念の内容は、そ
の対象の拡大傾向により、抽象的性質を克服できておらず、同概念の法的機能の解明は、この研
究の重要な目的である。 
 
(2) SDGs は、2015 年までの目標であるミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）
を引き継ぐ国連の新たな行動目標であるが、国際法学からアプローチした研究は、国内ではまだ
開始されておらず、このテーマの社会的関心の高さに鑑みれば、本格的な研究の始動が急務とい
える。また、持続可能な開発概念は、国際環境法のみならず、国際人権法や国際経済法の諸条約
にも大きなインパクトを与えており、相互関係を正確に把握しつつ、概念と条約実行の関係を総
合的に検討しなければならない。本研究は、これまで個別分野からのアプローチが主流だった持
続可能な開発概念に対して、共同研究として多角的に取り組むという点でこれまでにない研究
計画であり、精度の高い研究成果が期待できる。さらに SDGs の関心が企業や市民にも及んでい
ることから、学術研究の社会還元という意味でもこの研究に取り組む積極的意義を見出すこと
ができる。 
 
３．研究の方法 
(1) 研究代表者および研究分担者のそれぞれの担当について、関連する一次資料及び研究文献の
収集、並びにその分析が基本的な作業である。必要に応じて、国連の専門機関、及び NGO や企
業の報告書などを参照した。そして、各自の研究成果を研究会で議論し、知見を共有した。また
それぞれの研究成果の精度を高めるために、各研究者が、1 年目（2020 年度）と 3 年目（2022 年
度）にこれまでの在外研究などの経験や所属機関のネットワークを活用し、海外での研究動向を
調査し、必要な専門的知見と情報を入手することを計画したが、新型コロナウイルス感染症の拡
大により、研究期間前半期（2020～2021 年度）は、実施できなかった。 
 
(2) これまで研究代表者を中心に共同研究を行ってきた韓国の高麗大学校の研究チーム（代表：
Nohyoung Park 教授）と研究報告会（韓国・ソウル）を行い、アジアでの SDGs に関する関心と
研究動向の現状を共有することで､途中経過の国際的な位置づけを確認する予定だったが、これ
も新型コロナウイルス感染症の拡大により、最終年度の 2023 年度のみ実施した。 
 
(3) これらの研究成果については、研究代表者及び研究分担者が、学会および研究会での報告や、
それぞれの所属機関の紀要および学会誌に論文を発表する、または書籍として刊行することで
学術的な評価を仰いだ。 
 
４．研究成果 
(1) 当初 4 年間の計画で開始した本研究は、新型コロナウイルス感染症による行動規制や研究施
設の使用制限等により、途中で進捗に遅れが生じたが、持続可能な開発目標（SDGs）の中で国
際法（具体的には人権、環境、経済協力等の条約）が果たす役割についての現状と課題について



明らかにすることができた。 
 
(2) 研究初年度（2020 年度）は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、国内外の学会や会議
などが中止および移動禁止となり、研究活動に大きな悪影響をきたした。そのため、2020 年度
は、研究分担者がそれぞれ、自分の担当の分野に関する文献の収集をおこなうと共に、一部の研
究者については、研究費を 2022 年度まで繰り越して、必要な国内外の出張をおこなって、研究
活動を継続した。その結果、研究 1 年目の研究計画として、SDGs の現状把握を中心とした研究
活動を開始し、研究代表者および研究分担者の専門毎に、SDGs の 17 の目標ならびにそれぞれ
のターゲットおよび指標と既存の国際法との関係を抽出することについては、2022 年度までに
概ね成功した。また、2015 年の国連総会決議「持続可能な開発のための 2030 年アジェンダ」だ
けでなく、1992 年のリオ会議から 2012 年のリオ+20 会議までの関連会議の成果文書、SDGs の
前進であるミレニアム開発目標などを研究素材として、これらの文書から国際法、特に多数国間
条約や関連国際機関の法機能を確認する作業については、資料収集の段階まで進めることがで
きた。 
 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う行動制限のため、2020 年度および 2021 年度に実施でき
なかった国内外の学会や研究会、条約の締約国会議および国際機関会議の参加については、2022
年度に一部再開することができた。 
 
(3) 研究 2 年目(2021 年度)も新型コロナウイルス感染症拡大に伴う研究活動の制約が継続した
が、SDGs の 17 の目標を、環境分野（西村、高村）、経済分野（松井、浜田）、人権分野（徳川、
松本（小坂田））、海洋（加々美）に分類し、それぞれの目標に関連する国際法について、特に多
数国間条約の現状に関する成果文書や先行業績の収集を行い、研究活動の共有や調整は、電子メ
ールやオンライン会議で補った。その結果、研究 2 年目の研究計画として、SDGs が国際条約お
よびその制度に与える影響についての分析について、特に環境と人権の分野において、締約国会
議や人権機関の決議の中で、SDGs の言及が増加していることを確認した。また経済分野におい
ては、各国の政策や企業活動（ESG など）といった実務レベルで SDGs を積極的に評価する現状
を同定した。 
 その上で、多数国間条約の制度の中で、SDGs の実現を認識することにより、持続可能な開発
（sustainable development）の特徴である「人権、環境、経済の統合概念」が与える影響の重要性
を研究グループ内で共有することができた。他方で、現代国際法の課題である国際法の断片化
（fragmentation）について、SDGs が積極的な効果を発揮しているかについては、更に詳細な検
証が必要であるという理解を確認した。 
 併せて、新型コロナウイルス感染症が SDGs の実現、具体的には 2030 年目標の達成に与える
影響についても、検討する必要性があることも複数の研究分担者から指摘された。 
 
(4) 研究期間 3 年目(2022 年度)は、持続可能な開発（sustainable development）の 3 つの柱である
「環境保護」「社会開発」「経済開発」の観点から、SDGs の目標、ターゲットおよび指標が、現
行の国際法、特に多数国間条約の実施の中でどのような影響を与えているかについて、研究代表
者および研究分担者が分担して、環境、経済、人権、海洋法といったそれぞれの分野の状況分析
をおこなった。具体的には、各分野の国際条約に設置されている実施機関の報告書や締約国会議
の決定検討素材とし、必要に応じて、各国およびステイクホルダー（NGO や企業）の報告書や
活動記録なども活用して分析を行った。その結果、人権や経済の分野では、積極的に SDGs の目
標に言及してその成果を検証する事例を確認することができた。 
 本年度のもう一つの研究計画として、SDGsの各目標相互間の関連性についての分析を行った。
環境保護、経済発展、社会発展の 3 分野で各目標がどのように関連しているかについて資料収集
および関連文献の検討を行った結果、各国の国内訴訟の中で、気候変動問題を人権侵害として取
り扱う「気候変動訴訟」が急速に進展していることを確認した。他方で、上記 3 分野の間で抵触
する事例については、充分確認することはできなかった。これについては次年度も分析を継続し
たい。 
 その他に、コロナ禍でこれまで行えなかった、海外の研究機関や国際会議での資料収集や情報
交換も再開したが、研究代表者が新型コロナウイルス感染症による制約のため、予定していた気
候変動条約締約国会議に参加できなかったため、1 年間の繰越を申請した。 
 
(5) 研究最終年度（2023 年度）は、持続可能な開発目標（SDGs）と国際法の関係に関する総括
的研究をおこなった。SDGs の環境面の目標として挙げられる気候変動（目標 14）や生物多様性
（目標 15）の課題に対する国際法の動向を調査した結果、いくつかの重要な傾向を確認するこ
とができた。まず、気候変動に関して、各国の国内裁判において、気候変動訴訟が活発化してお
り、その中で気候変動が人権問題として捉えられる傾向が顕著に見られた。これは、環境法と人
権法の接合を示す重要な事例として注目される。また、気候変動や生物多様性などの問題におい
て、少数人民に対する配慮の必要性が一般的に認識される。これは、環境法と人権法の融合が進
んでいることを示す重要な兆候と言える。一方で、経済法と環境法については、従前より、
GATT/WTO のレジーム下での衝突の可能性が指摘されている。特に、遺伝資源の利用と配分を
規定する名古屋議定書と WIPO または WTO の議論が注目されていることを確認した。 



 これらの研究成果は、韓国･ソウルで開催されたシンポジウムで、高麗大学校および KRIBB の
研究者と共有した。また、国連海洋法条約の下で採択された国家管轄権外区域の海洋生物多様性
に関する実施協定の評価も含め、多様なレジームで立法される国際規範の統合と調和をはかる
SDGs の役割が再確認された。 
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